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Ⅴ．＜考察＞企業が新型インフルエンザ対策に着手する際の考慮点 
前章までで、厚生労働省 新型インフルエンザ

専門家会議のガイドラインをベースに職場の対策

と家庭での対策をご紹介しました。本章では、こ

れらに則して企業が今から対策に着手する際に

どんな点を考慮したらよいか、について弊社で取

りまとめましたのでご紹介します。 
１．経営層のリーダーシップ 
新型インフルエンザによる企業経営への影響

は、突き詰めると、サプライチェーンや公共イン

フラ等も含め従業員や家族の健康が損なわれ出

勤率が下がった結果、「操業度が下がる」ことで

す。新型インフルエンザは、他の脅威以上に厳正

かつ困難を伴う判断*が求められる場面が多いこ

とを認識し、経営層が率先して対策検討チームと

意思疎通を図ることが望まれます。 
「事業者・職場におけるガイドライン」で、事

業者は「（流行時の）業務運営体制について、事

業の性格に応じて検討を行い、必要に応じて対策

を講じる」とされているとおり、事業継続につい

ては、基本的には各企業の経営層に判断が委ねら

れています。したがって、経営層が、パンデミッ

クという深刻な状況下であっても、 
 自社の存在意義は何か   
 将来も見据え自社は何を優先して守るのか   
 どこまでの業績ダウンが許容されるのか  

等を思い巡らせ、自社は「どのレベルの事態まで

はこの脅威と戦い、どのレベル以上の事態になっ

たらどこまでは受容するか」といった目標レベル

を設定することが望まれます（これがないと対策

検討チームでの議論は行き詰りがちとなります）。 
そうした上で、例えば、「ヒトからヒトへの感

染が小集団であるフェーズ４までの対策を取り

急ぎ講じる」といった大まかな対策目標のレベル

感を示して着手を指示すると、対策検討チームで

の検討はしやすくなるでしょう。 
なお、経営層から対策検討の指示がない場合に

は、対策未実施のまま新型インフルエンザが発生

して自社従業員がパニックに陥ったり、社内での

感染が拡大したり、行政機関等への情報提供が遅

れたりして、「社会的批判」を浴びたり、労働安

全衛生法第 22 条による「安全配慮義務違反」に

問われたりしないよう、早急にしかるべき部署か

ら対策を実行することが肝要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．対策推進事務局と対策検討チーム 
経営層から対策検討の指示がなされたら、まず、

対策の推進事務局と検討チームを選定すること

になるでしょう。地震等の危機管理体制構築経験

のある部署が事務局となる場合には、地震等と新

型インフルエンザでは何が違うか、その特性を十

分認識することが肝要です。主な特性を＜表４＞

に記しましたのでご参照ください。これらの特性

があるため、社内横断的な検討チームには、でき

るだけ、産業医、感染症医療や労働安全衛生等の

専門知識を有する者、人事部門等を検討メンバー

に加えて組成し、課題への検討を進めます。 
また、新型インフルエンザ対策検討を開始した

こと、及び当面の社内担当窓口を決めたことを、

国内だけでなく海外の事業所にも社内広報する

と、従業員の就労上の安心感や意識高揚にもつな

がると思われます。 

 *難しい判断の例   
いつ収束するともわからない状況下、多種多様

な社内（国内・海外）、社外（国内・国外）の

状況を見極めながら、以下のような判断を下さ

ねばならない場面が想定されます。 
① 事業所を閉鎖するまでの間は、出社を命じ

るのか、それとも社員の自己判断に委ねる

のか 
② どんな状況まで、事業所を閉鎖しないか 
③ 事業所閉鎖後、どんな状況になったら、事

業所を再開するか 
等
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３．対策検討チームで検討する課題例 
「Ⅱ．職場での対策」でご紹介した準備項目や

対応項目などが検討課題の例となります。下表は、

「Ⅱ．職場での対策」で時系列的にご紹介した項

目を、  (1)対策本部向けの対策  と  (2)従業

員・職場向けの対策  という視点で区分して、検

討課題を補足したものです。これらは一例に過ぎ

ませんので、貴社の実情にあわせて検討課題を選

定して、検討に着手いただければ幸いです。 

  ＜対策検討チームでの検討課題例＞ 
大項目 中項目 備考 

基本理念の制定 行動手順作成の方針や想定外の場面に遭遇し判断に迷う

ときの最後のよりどころとなる「基本理念」を作成する。

*新型インフルエンザと同じく感染症の一種であり、2002～3 年に

流行した SARS（重症急性呼吸器症候群）の、当時の教訓や他社

対応事例を振り返るのも参考になります。 
既存の危機管理対策本部

各対策班の役割の見直し 
新型インフルエンザの特性を踏まえ、各対策班に期待する

役割を見直す。 
 ご参考  
体制は各企業の実情により様々ですが、本年 4 月 27 日に北
陸電力様のホームページに公開された「新型インフルエンザ
対策に関する行動計画」の別紙１～３に、北陸電力様の対策
本部の組織構成と職務分掌や情報連絡経路等が記されてい
ます。 
http://www.rikuden.co.jp/info/influenza.html 

 情報収集・監視及び周知

方法の確立 
情報を収集・監視、交換、周知する仕組みを確立する。な

お、重要な情報は、経営層に逐次提供し迅速な判断を仰ぎ、

決定を周知する。 
対策本部用行動手順の作

成 
 

以下のような状況発生時の行動手順を作成しておく。 
① 駐在員派遣地域で新型インフルエンザ発生したら… 
② 国内で新型インフルエンザが発生したら… 
③ 社内から感染者が出たら…  等 
*上記手順には、人事部門等で、被災情報としての従業員

の罹患情報を集約できる手順も組み入れる（完治・免疫保

有後、貴重な戦力となる）。 

(1) 
対策本部

向けの対

策検討 

業務運営体制の事前取り

決め 
以下の実施の可否も含め、検討を行う。 
・継続すべき業務と必要なリソースの洗い出し 
・クロストレーニングすべき業務や自宅でできる業務の洗

い出しと環境整備 
・在庫の見直し 

 

①脅威の滞留期間が長期間に
及ぶ（１回の感染流行の波は２
ヶ月程度）。 

・ 二次災害（感染）の恐れがな
かなか消えない。 

・ 滞留期間中の脅威のレベルに
変化がある。

＜主要な観点＞ 

適切な判断・対応を導くための、
波（社内・社外状況）の監視や情
報収集・周知方法の確立 

②被災地域が全世界にわたる
等、極めて広範囲になる。 

・ 遠隔地のバックアップサイト
も被災しかねない。 

・ 安全な場所が不明である。 

パンデミック下の自社事業の継
続意義と企業として許容できる
低下操業度の認識 

③被災の直接の対象が、人の健
康・人命である。 

・ 出勤率が低下する。
・ 移動や人の集合が制限される。

・ 在宅勤務の環境整備やクロス
トレーニング 

・ 労働安全衛生法の遵守 

＜主な特性＞ ＜それはどういうことか＞

＜表４  新型インフルエンザという脅威の特性＞ 
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  大項目 中項目 備考 
従業員向け行動ルール作

成 
以下のような状況発生時の行動ルールを作成しておく。 
① 平常時には… 
② 国内外で新型インフルエンザが発生したら… 
③ 家族が感染したら… 
④ 自分が感染したら… 
⑤ 海外出張・渡航するときは… 
⑥ 患者発生国・地域から帰国したら…  等  
なお、海外派遣社員・残留者等向けには、以下のような特

殊環境を踏まえ、別途手順及び支援策を検討する。 
・流行の初期から感染の危険にさらされる。 
・現地政府の指示に従って行動するよう求められる。 
・日本と同水準の医療が望めないかもしれない。 
・暴動や略奪など社会的混乱が発生する可能性がある。 

職場の行動ルール作成 以下のような状況発生時の行動ルールを作成しておく。 
① 平常時には…（備蓄品の入手・点検等） 
② 職場から感染者が出たときは… 
③ 事業所閉鎖指示がでたときは…  等 

(2) 

従業員・職

場向けの

対策検討 

教育・訓練 ・教育責任者、教材の選定 
・出勤率 40％等での業務遂行訓練 等（ご参考６参照） 

 

 

事業所等での新型インフルエンザ対策を支援するために、米国疾病管理センター（ＣＤＣ）が作成した

事業所向けのチェックリストの和訳版を青森県が公開しています。

http://www5.pref.aomori.lg.jp/hoken/19220/attach00001.pdf 

 

 

本年 2 月 5 日、わが国の「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」の構成員である 20 府省庁

と徳島県が、新型インフルエンザの発生及び拡大を想定した合同訓練を実施しました。そのときの机上

訓練に使用されたシナリオを含んだ訓練結果が首相官邸のホームページ上に公開されており、どのよう

な要素を織り込んで訓練が実施されたかを把握することができます。シナリオは、状況の進行*1によっ

て 7 つに分けられていますが、これらをつなげることで発生から拡大までの被害進行イメージの一例に

できないかと考え、参考となる部分の結合を次頁に試みました*2。なお、概要は下表５のとおりです。 
*1 わが国の行動計画のフェーズに当てはめると、フェーズ４Ａ→５Ａ→５Ｂを想定した約一ヶ月間となっている。 
*2 政府の訓練シナリオの表中で記された「出来事」だけでなく【付随する出来事】欄で記された内容の一部も結合した。 

＜表５ 設定された状況＞ 
日本時間 出来事の概要 
12～1 月 X 国で、ヒトが鳥インフルエンザ H5N1 に感染する事例が増加（フェーズ３） 
2 月 5 日 X 国の患者から採取したウイルスから、容易にヒト－ヒト感染する変異が認められ、

WHO（それに続き厚生労働省）がフェーズ４を宣言 
2 月 14 日 X 国での感染拡大や隣の Y 国での感染が確認されたため、WHOがフェーズ５を宣言 
2 月 21 日 2 月 15 日に X 国の隣国 Y 国より日本に帰国した A 氏が後日発症し、この日に新型イ

ンフルエンザであることが確定、厚生労働省がフェーズ５Ｂを宣言 
3 月 2 日 2 月 23 日に X 国より日本に帰国した B 氏が後日発症し、この日に新型インフルエンザ

であることが確定 
3 月 6 日 B 氏との接触者と思われる者のうちの 20 名が発熱・入院となり、そのうち 2名がこの

日に新型インフルエンザであることが確定 

ご参考６－政府の「新型インフルエンザ対応総合訓練」シナリオを加工した被害進行イメージ例

ご参考５－「事業所等における新型インフルエンザ対策計画チェックリスト」 
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＜新型インフルエンザ被害進行イメージの一例（政府の総合訓練のシナリオから一部抽出、加工）＞  
 
                  
月／日 海外の状況 国内の状況 
12 ～ 1

月 

X 国…家禽に H5N1 蔓延、人への感

染が増加、X 政府は、人―人感染を

疑い、WHO に専門家の派遣を要請

 

2/5 遺伝子解析の結果、容易にヒト－ヒ

ト感染する変異が認められる。 
→WHO…フェーズ４宣言、X 国への

渡航自粛を勧告 

I 国…X への国境を封鎖 
J 国…在 X 国大使館においてビザ申

請者に対する検温開始 

厚生労働省…フェーズ４宣言 
X 国に支店を置く企業…駐在員等の帰国の検討を開始 
 

2/14 

 

X 国…感染拡大 

Y 国…X 国からの帰国者を発端とし

た複数の新型インフルエンザ感染者

が確認される。 
→WHO…フェーズ５宣言（＝日本の

行動計画の 5A に該当） 

在 X・Y 国大使館…在留邦人からの問合せや脱出のため

のビザ申請増加 
国際空港…帰国者増・検疫強化で待ち時間増加 
一部の有識者…I 国同様、発生国からの国境封鎖検討提

言 

2/15  A 氏（徳島在住、勤務地は香川）…Ｙ国から帰国、関空検

疫所にて、万が一インフルエンザ症状が出たときの行動

につき指示を受け、大阪府内で一泊後徳島に帰宅 
2/17  A 氏…マイカーで出勤、土曜のため勤務先接触者は 3 名、

帰宅後近所に Y 国土産を渡しに訪問 
2/18  A 氏…体調不調発生 

2/19 

 

X 国…病院が人であふれかえり適切

な医療が受けられない。 

J 国…生活必需品の備蓄を推奨、そ

の映像が日本でも流れる。 
 
R 国…X 国からの帰国者の新型イン

フルエンザ感染を確認、同様な症状

を示す者複数を確認。なお、R 国と

同様の国が多数認められる。 

A 氏…朝から 39 度超の発熱等インフルエンザ症状発生、

関空検疫所に通報 
関空検疫所…新型インフルエンザを疑い、徳島県に通知

徳島県…A 氏を要観察例と判断、保健所へ対応を指示、

併せて板野東部消防に情報提供、また搬送先の県立中央

病院に検体採取を依頼 
保健所職員…県立中央病院から検体を受領し、県保健環

境センターへ持参、ウイルスが H5（この時点で、型は

不明）であることが判明 
疫学調査チーム…A 氏とその家族に疫学調査開始（香川

県への 2/17 出勤が判明） 
徳島県…検査結果及び疫学調査結果を厚生労働省及び

香川県へ情報提供 
厚生労働省…香川県にも疫学調査の実施を指示、内閣官

房へ情報提供 
内閣官房…鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策

会議を緊急招集、各省の対応を確認 
国民…X・Y・J 国での混乱映像が流れ、不安増大 
X・Y 国に支店を置く企業…必要最小限の社員を残し、その

他は帰国開始。帰国者からの社内感染防止のためマスク

を大量発注 
X・Y 国からの帰国者を抱える会社や学校等…帰国者を出

社・登校させるべきかどうかの判断ができずにいた。 

シナリオには記載されていないが、

おそらくWHOのフェーズ５宣言で、

厚生労働省はフェーズ５Ａ宣言をす

ると思われる 

これは訓練です。実際のことではありません。
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月／日 海外の状況 国内の状況 
2/20  徳島県…A 氏の周辺住民など接触者に疫学調査を開始、A 氏とのすべての接触者

に明示の同意を得て抗ウイルス薬の予防投与開始 
A 氏…重症の肺炎に至って入院中 
A 氏の長女、長男…学校・保育園を自主的に欠席(妻も含め症状なし) 
香川県…厚生労働省の指示により A 氏勤務先を訪問、2/17 に接触した者を特定、

明示の同意を得て抗ウイルス薬の予防投与を開始 
国民…マスクは品切れ、米・缶詰・ミネラル水、トイレットペーパー・石鹸、消

毒薬、手袋、うがい薬の買い占めの始まり 
A 氏の勤務先…A 氏の所属フロアを消毒すべきかどうかを疫学調査に訪れた香川

県保健所に問合せ 
A 氏の接触者 3 名…臨床症状はないが、家族に感染することを恐れ、会社宿泊を

希望 
A 氏の勤務先…接触者 3 名を出勤停止させたい考えであり、保健所に対応を相談

国立感染症研究所…N 亜型確定のため、保健環境センター職員が飛行機で持参し

た検体が昼過ぎに到着し、検査を開始、深夜、新型インフルエンザであることを

確定 
厚生労働省…徳島県の要請あり、疫学専門家を徳島に派遣 

2/21  厚生労働省…記者発表実施、フェーズ５Ｂを宣言、内閣官房へ情報提供 
内閣官房…関係省庁対策会議を緊急招集、各省の対応を確認 
厚生労働省…徳島県に対し県内における不要不急の集会自粛を要請、また、抗ウ

イルス薬の流通が激減し、放出タイミングにつき問合せ殺到 
県立中央病院…報道機関殺到、入院患者の不安増大、周辺住民も不安 
A 氏の周辺住民…不安が広がり、保健所に相談が殺到 

2/22  徳島県・厚生労働省・国立感染症研究所…ビデオ会議実施、以下の理由から早期封

じ込め作戦が成功していることを確認 
・ 調査で確認された接触者については自宅待機を依頼していること 
・ 抗ウイルス薬の予防投与を行っていること 

2/23  B 氏（夫との二人暮らし、Ａ氏とは接点なし）…出張先のX 国から帰国、徳島の自宅に帰宅

2/27  A 氏…治療の甲斐なく残念ながら死亡 
厚生労働省結核感染症課…以下を記者発表でお知らせ 
・ 強化サーベイランスを実施し早期発見に努めていること 
・ A 氏との接触者で感染を疑われる者はなく引き続き健康観察中であること 
報道陣…A 氏宅に多数駆けつけ、周辺住民不安拡大 
国内…マスク品薄、帰国者強制隔離・国境封鎖論などの声 
徳島県保健環境センター…連日届く検体の検査に忙殺 
B 氏…高知県にある親類宅の法事に夫と共に列車とバスを使って訪問、手伝い後

体調不良で帰宅 
2/28 WHO …以下を

報告 
・ 新型インフル

エンザは既に

15 カ国におい

て発生 
・ プレパンデミ

ックワクチン

が有効である

可能性が高い

こと 
 

徳島県立中央病院…発熱外来を 24 時間態勢で運用することに決定 
徳島県保健所…多くの相談が殺到 
発熱者からの救急車の要請…後を絶たず、対応する救急隊員は全て個人感染防護

具（PPE）を装着して対応 
B 氏…40 度の発熱と呼吸器症状を呈して、夫の運転する自家用車で県立中央病院

発熱外来受診（夫が知らず、検疫所への連絡はなし） 
保健所…県立中央病院から B 氏の緊急検体検査要請有り、検体を受領し保健環境

センターに搬入、ウイルスが H5（この時点で、型は不明）であることが判明、B
氏の疫学調査開始 
徳島県…A 氏からの感染拡大は認められなかった一方で、B 氏の新型インフルエ

ンザ疑い症例を厚生労働省に報告 

報道機関が殺到

し、関係者の不

安が増大するこ

とを想定してい

る 

ここで 2 例目の
人物を想定して
いる 

これは訓練です。実際のことではありません。
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月／日 海外の状況 国内の状況 
3/1  厚生労働省…内閣官房に情報提供、関係省庁対策会議を緊急招集、各章の対応を

確認、高知県に疫学調査を指示 
徳島県及び高知県…疫学調査の結果をもとに、B 氏接触者に健康調査と抗ウイル

ス薬の予防投与開始、蔓延防止のための事項を要請、また以下を厚生労働省へ報

告・依頼 
・ B 氏の公共交通機関利用により不特定多数との接触があったこと 
・ 同じ交通機関利用者へ、不安な場合は相談して欲しい旨の呼びかけ 
一部の企業…体調不良者の自宅待機を徹底し、出社時検温を義務付け 
県庁…新型インフルエンザ確定を待たずに 2 例目が出たらしい、との情報が報道

機関に駆け巡り、報道機関からの問合せが殺到 
3/2  国立感染症研究所…前日に飛行機で到着したB氏の検体から新型インフルエンザ

であることを確定 
厚生労働省及び徳島県…記者会見で以下を公表・呼びかけ、内閣官房へ情報提供

・ B 氏が発症後に公共交通機関利用し不特定多数の接触があったこと 
・ 同じ交通機関に乗るなど不安な場合は相談窓口に相談すること 
内閣官房…関係省庁対策会議を緊急招集、各省の対応を確認 

3/3  呼びかけにより相談窓口に申し出る者…156 人に到達、うち 20 名で発熱あり、それ

ぞれ外来の協力医療機関で検体を採取 
徳島県…発熱者の多くが入院を希望したため、入院対応医療機関の病室使用を決

定 
3/6  発熱・入院中の 20 名のうち、2 名で新型インフルエンザが確定 
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